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(57)【要約】
【課題】振分装置に遊技球が進入した後であっても、興
趣を向上できる遊技機を提供する。
【解決手段】遊技盤面の遊技領域に遊技球Ｐを発射する
ことにより遊技が行われる遊技機であって、進入口６８
から進入した遊技球Ｐを第１領域８１と第２領域８２と
に誘導する第１誘導路８６および第２誘導路８７を形成
する振分装置５０と、遊技領域に設けられる開口から構
成され、遊技球Ｐが流入する第１流入口５８ａおよび第
２流入口５８ｂと、を備え、第１流入口５８ａおよび第
２流入口５８ｂは、振分装置５０における第１誘導路８
６および第２誘導路８７の背面側の位置に設けられてい
ることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤面の遊技領域に遊技球を発射することにより遊技が行われる遊技機であって、
　進入口から進入した前記遊技球を第１領域と第２領域とに誘導する第１誘導路および第
２誘導路を形成する振分装置と、
　前記遊技領域に設けられる開口から構成され、前記遊技球が流入する流入口と、
　を備え、
　前記流入口は、前記振分装置における前記第１誘導路および前記第２誘導路の背面側の
位置に設けられていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技盤面の遊技領域に遊技球を発射することにより遊技が行われる遊技機
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機は、遊技領域内に設けられた釘や役物等によって、遊技者が発射した遊技球の流
路を様々に変化させることにより、遊技の興趣を向上させている。従来、遊技球の流路を
変化させる役物として、遊技球の流路を複数の流路に振り分け可能な振分装置が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載の振分装置は、遊技領域を流下する遊技球が進入可能な進入口と、遊
技球が流入可能な第１領域及び第２領域と、進入口から進入した遊技球を第１領域に向け
て導く状態と第２領域に向けて導く状態とを実現可能であり、第１領域と第２領域とに遊
技球を振り分ける振分け部材と、を有しており、振分け部材は、進入口から進入した遊技
球の自重によって、遊技球を第１領域に向けて導く状態と、第２領域に向けて導く状態と
を交互に実現している。特許文献１に記載の振分装置によれば、複雑な制御手段を要する
ことなく、遊技球を第１領域と第２領域とに交互に振り分けることができるとされている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０４５６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来技術の振分装置を備えた遊技機にあっては、遊技者は、進入口から振分装
置に遊技球が進入した時点で、遊技球が第１領域および第２領域のいずれかに振り分けら
れるかが予測可能である。しかも、遊技球が振分け部材によって振り分けられた後は、第
１領域および第２領域のいずれかに必ず導かれる。このため、振分装置に進入した後の遊
技球の動きに遊技者の注目を効果的に集めているとは言い難く、遊技の興趣の向上に改善
の余地があった。
【０００６】
　そこで本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、振分装置に遊技球が進
入した後であっても、興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、本発明の請求項１に記載の遊技機は、遊技盤面の遊技領域
に遊技球を発射することにより遊技が行われる遊技機であって、進入口から進入した前記
遊技球を第１領域と第２領域とに誘導する第１誘導路および第２誘導路を形成する振分装
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置と、前記遊技領域に設けられる開口から構成され、前記遊技球が流入する流入口と、を
備え、前記流入口は、前記振分装置における前記第１誘導路および前記第２誘導路の背面
側の位置に設けられていることを特徴としている。
【０００８】
　本発明によれば、第１誘導路および第２誘導路の背面側の位置に、遊技球が流入する流
入口が設けられているので、遊技球は、進入口から振分装置内に進入した後、第１誘導路
および第２誘導路のいずれかを通過中に、遊技球が流入口に流入するか、もしくは第１領
域および第２領域のいずれかに導かれる。このため、遊技球が進入口から振分装置内に進
入し、第１誘導路および第２誘導路のいずれかに振り分けられた後であっても、遊技球の
動きに遊技者の注目を集めることができるので、遊技の興趣を向上できる。
【０００９】
　また、本発明の手段１に記載の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、前記流入
口は、前記第１誘導路および前記第２誘導路の背面側の位置にそれぞれ設けられていても
よい。
【００１０】
　この場合、第１誘導路および第２誘導路のいずれの誘導路に振り分けられたかに関わら
ず、遊技球が流入口に流入する可能性がある。したがって、第１誘導路および第２誘導路
のいずれの誘導路に振り分けられたかに影響されることなく、遊技球の動きに遊技者の注
目を最後まで集めることができる。
【００１１】
　また、本発明の手段２に記載の遊技機は、請求項１または手段１に記載の遊技機であっ
て、前記第１誘導路の背面側の位置に設けられた前記流入口の直径と、前記第２誘導路の
背面側の位置に設けられた前記流入口の直径とは、それぞれ略同一であってもよい。
【００１２】
　この場合、第１誘導路および第２誘導路のいずれの誘導路に振り分けられたかに関わら
ず、同じ確率で遊技球が流入口に流入する可能性がある。したがって、第１誘導路および
第２誘導路のいずれの誘導路に振り分けられたかに影響されることなく、遊技球の動きに
遊技者の注目を最後まで集めることができる。
【００１３】
　また、本発明の手段３に記載の遊技機は、請求項１または手段１に記載の遊技機であっ
て、前記第１誘導路の背面側の位置に設けられた前記流入口の直径と、前記第２誘導路の
背面側の位置に設けられた前記流入口の直径とは、それぞれ異なっていてもよい。
【００１４】
　この場合、第１誘導路および第２誘導路のいずれの誘導路に振り分けられたかに関わら
ず、遊技球が流入口に流入する可能性を保持しつつ、第１誘導路および第２誘導路のいず
れの誘導路に振り分けられたかによって、遊技球が流入口に流入する確率を異ならせるこ
とができる。したがって、遊技球の動きに遊技者の注目を最後まで集めることができる。
【００１５】
　また、本発明の手段４に記載の遊技機は、請求項１または手段１から手段３のいずれか
に記載の遊技機であって、前記流入口は、円形状に形成され、前記流入口の直径は、前記
遊技球の直径と略同一か、前記遊技球の直径よりもわずかに大径になるように形成されて
いてもよい。
【００１６】
　この場合、遊技球は、流入口に一度に複数個流入することができなくなり、一球ずつ流
入することになる。したがって、遊技球が流入口に過剰に流入するのを抑制できる。
【００１７】
　また、本発明の手段５に記載の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、前記流入
口は、前記第１誘導路および前記第２誘導路の背面側の位置において、前記第１誘導路お
よび前記第２誘導路に跨るように連続的に形成されていてもよい。
【００１８】
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　この場合、第１誘導路および第２誘導路のいずれの誘導路に振り分けられたかに関わら
ず、遊技球が流入口に流入した後、同一の流路で遊技球を導くことができる。
【００１９】
　また、本発明の手段６に記載の遊技機は、請求項１、手段１または手段５に記載の遊技
機であって、前記流入口は、長円形状に形成され、前記流入口の幅は、前記遊技球の直径
と略同一か、前記遊技球の直径よりもわずかに広くなるように形成されていてもよい。
【００２０】
　この場合、遊技球は、流入口に一度に複数個流入するのが抑制されるので、遊技球が流
入口に過剰に流入するのを抑制できる。
【００２１】
　また、本発明の手段７に記載の遊技機は、請求項１または手段１から手段６のいずれか
に記載の遊技機であって、前記流入口に流入した前記遊技球は、前記遊技機の外部に排出
されてもよい。
【００２２】
　この場合、遊技球が振分装置に進入した後であっても、遊技者に対して、遊技球が遊技
機の外部に排出されるという危機感を与えることができるので、遊技球の動きに遊技者の
注目を集めることができる。
【００２３】
　また、本発明の手段８に記載の遊技機は、請求項１または手段１から手段６のいずれか
に記載の遊技機であって、前記流入口に流入した前記遊技球は、前記遊技領域の所定箇所
に排出されてもよい。
【００２４】
　この場合、遊技球が流入口に流入した後も、遊技球の動きに遊技者の注目を集めること
ができる。
【００２５】
　また、本発明の手段９に記載の遊技機は、請求項１または手段１から手段８のいずれか
に記載の遊技機であって、前記遊技盤面と直交する方向に沿う軸部材に回動自在に軸支さ
れ、回動することにより前記第１誘導路および前記第２誘導路のいずれかに前記遊技球を
振り分ける回動振分部材を備え、前記回動振分部材は、前記軸部材を中心として所定位置
よりも一方および他方に回動することにより、前記第１誘導路および前記第２誘導路のい
ずれかに切り替える切替部を備え、前記振分装置は、前記切替部が前記所定位置で保持さ
れるのを規制する保持規制手段を備えていてもよい。
【００２６】
　この場合、回動振分部材は、軸部材を中心として所定位置よりも一方および他方に回動
することにより、第１誘導路および第２誘導路のいずれかに切り替える切替部を備え、振
分装置は、切替部が所定位置で保持されるのを規制する保持規制手段を備えているので、
切替部は常に所定位置よりも一方および他方のいずれかに配置されることになる。したが
って、進入口から進入した遊技球は、切替部によって必ず第１誘導路または第２誘導路に
誘導されるので、遊技球が切替部によって第１誘導路および第２誘導路のいずれにも誘導
されずに進入口を塞ぐ、いわゆる玉詰まりを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】振分装置の斜視図である。
【図３】図２におけるフロントカバー部材の正面壁を除去したときの振分装置の斜視図で
ある。
【図４】図３のＡ矢視図である。
【図５】回動振分部材の正面図である。
【図６】回動振分部材が反時計回りに回動したときの説明図である。
【図７】実施形態の変形例に係る遊技機の正面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に、本発明の実施形態に係る遊技機について、図面を参照して説明する。
　図１は、実施形態に係る遊技機１の正面図である。遊技機１は、遊技盤面２Ａを構成す
る遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成さ
れている。遊技盤２には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域２Ｂが
形成されている。この遊技領域２Ｂには、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装
置から発射されて打ち込まれる。なお、以下の説明において、「上下左右」は、遊技機１
を正面から見たときの上下左右とする。
【００２９】
　遊技盤面２Ａの右側上下方向略中央の領域には、第１特別図柄表示装置４Ａと、第２特
別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示
装置４Ｂは、それぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ（発光ダイオー
ド）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて、各々が識別可能
な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」ともいう）を、変動可
能に表示（可変表示）する。
【００３０】
　遊技盤面２Ａの略中央の領域には、画像表示装置５が設けられている。画像表示装置５
は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領域
を形成している。画像表示装置５の表示領域では、特図ゲームにおける第１特別図柄表示
装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図の可変表
示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数に分割された可変表示部となる飾り図
柄表示エリアにて、各々が識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である飾り図
柄を可変表示する。
【００３１】
　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表
示装置４Ａによる第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図の変動のい
ずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）が開始される。
　その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示されるときに
、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が停止表示され
る。
【００３２】
　このように、画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特
図を用いた特図ゲーム、又は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲ
ームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表示結果
となる確定飾り図柄を導出表示する。なお、表示結果を導出表示するとは、飾り図柄等の
識別情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終了させる
ことである。
　そして、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲーム、又は、第２特
別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームにおいて、特定の特別図柄（大当
り図柄）が停止表示されたときには、画像表示装置５における確定飾り図柄も大当たりと
なる組み合わせで表示され、遊技者は、画像表示装置５の表示結果を視認して、「大当た
り遊技状態」となることを判別することが可能となっている。
【００３３】
　第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームは、画像表示装置５の下方に位置する振分
装置５０に形成された第１始動入賞口５５ａに進入した遊技球が、図示しない第１始動口
スイッチによって検出されたことなどにより、基本的に開始される。また、第２特別図柄
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表示装置４Ｂによる特図ゲームは、振分装置５０に形成された第２始動入賞口５５ｂに進
入した遊技球が図示しない第２始動口スイッチによって検出されたことなどにより、基本
的に開始される。本実施形態では、第１始動入賞口５５ａおよび第２始動入賞口５５ｂを
通過した遊技球を、各々所定個数（例えば、各々４個ずつ、合計８個）の保留玉として記
憶することが可能となっている。
【００３４】
　画像表示装置５の表示領域下方には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが設けられており、
記憶した保留玉の数（特図保留記憶数）を表示する。なお、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
とともに、あるいは始動入賞記憶表示エリア５Ｈに代えて、特図保留記憶数を表示する表
示器を設けるようにしてもよい。図１に示す例では、始動入賞記憶表示エリア５Ｈととも
に、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置４Ｂの上部に、特図保留記憶数
を特定可能に表示するための第１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられ
ている。第１保留表示器２５Ａは、第１始動入賞口５５ａに進入した有効始動入賞球数と
しての第１保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２始動入賞口
５５ｂに進入した有効始動入賞球数としての第２保留記憶数を特定可能に表示する。第１
保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂはそれぞれ、例えば第１保留記憶数と第２保留
記憶数のそれぞれにおける上限値（例えば「４」）に対応した個数（例えば４個）のＬＥ
Ｄを含んで構成されている。
【００３５】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の可変表示を開始させた後、特図変動時間となる所定時間が経過すると、特別図柄の可
変表示結果となる確定特別図柄（特図表示結果）を導出表示する。このとき、確定特別図
柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果としての「大
当り」となり、大当り図柄以外の特別図柄が停止表示されれば「ハズレ」となる。このよ
うな第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームの停止表示
に応じて、画像表示装置５に確定飾り図柄も特定の組み合わせで表示される。
　そして、特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有
利なラウンド遊技（単に「ラウンド」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態として
の上記「大当り遊技状態」に制御される。
【００３６】
　振分装置５０の下方には、特別可変入賞球装置７が設けられている。特別可変入賞球装
置７は、図示しない大入賞口扉用となる図示しないソレノイドによって開閉駆動される大
入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する大入賞口を形
成する。一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用の上記ソレノイドがオフ
状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態にする。その一方で、特別可変入賞球
装置７では、大入賞口扉用のソレノイドがオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を
開放状態にする。特別可変入賞球装置７に形成された大入賞口に進入した遊技球は、図示
しないカウントスイッチによって検出され、カウントスイッチによって遊技球が検出され
たことに基づき、所定個数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。
【００３７】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄が停止表示された後に制御される特
定遊技状態としての上記「大当り遊技状態」では、特別可変入賞球装置７の開閉板が、第
１期間となる所定期間（例えば２９秒間）あるいは所定個数（例えば９個）の入賞球が発
生するまでの期間にて大入賞口を開放状態とすることにより、特別可変入賞球装置７を遊
技者にとって有利な第１状態に変化させるラウンド遊技が実行される。こうしてラウンド
遊技の実行中に大入賞口を開放状態とした開閉板は、遊技盤面２Ａを落下する遊技球を受
け止め、その後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装置７を遊技者
にとって不利な第２状態に変化させて、１回のラウンド遊技を終了させる。この実施の形
態では、大入賞口の開放サイクルであるラウンド遊技の実行回数が、第１ラウンド数（例
えば「６」）となる。ラウンド遊技の実行回数が「１５」となる大当り遊技状態における
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遊技は、１５回開放遊技とも称される。このような大当り遊技状態では、大入賞口に遊技
球が入賞するたびに１５個の出玉が得られる。
【００３８】
　遊技盤面２Ａにおける画像表示装置５の上部左方、上部右方、下部左方および下部右方
には、それぞれ遊技球の流下方向や速度を変化させる風車１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０
Ｄが設けられている。また、遊技盤面２Ａには、同様に遊技球の流下方向や速度を変化さ
せる不図示の複数の障害釘、誘導釘群等が設けられている。また、遊技盤面２Ａの最下方
には、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口１１が設けられ
ている。さらに、遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピ
ーカ８Ｌ，８Ｒが設けられ、遊技領域２Ｂ周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられてい
る。
【００３９】
　また、遊技盤面２Ａにおける画像表示装置５の上方には、画像表示装置５の上縁部に沿
って左右に延在する上側フランジ部材１２が設けられ、画像表示装置５の下方には、画像
表示装置５の下縁部に沿って左右に延在する下側フランジ部材１３が設けられている。上
側フランジ部材１２および下側フランジ部材１３は、遊技盤面２Ａからやや前方（遊技盤
面２Ａに直交する方向）に張り出して設けられ、着色等を施されており、遊技機の装飾部
材として機能する。
【００４０】
　遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射する
ために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル３０（操作ノブ）が設けられている
。また、遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された
遊技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（
貯留）する上皿等が設けられる。
【００４１】
　本実施形態の遊技機１は、画像表示装置５の中央下方に、第１始動入賞口５５ａおよび
第２始動入賞口５５ｂが形成された振分装置５０と、遊技球が流入可能な流入口５８（第
１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂ）とを備えている。以下に、振分装置５０および
流入口５８について詳細に説明する。
【００４２】
　図２は、振分装置５０の斜視図であり、図３は、図２におけるフロントカバー部材６０
の正面壁６１を除去したときの振分装置５０の斜視図であり、図４は図３のＡ矢視図であ
る。
　図２に示すように、振分装置５０は、ベース部材５１と、ベース部材５１の正面側に配
置されたフロントカバー部材６０と、ベース部材５１の背面側に配置されたバックカバー
部材７０とにより構成されている。
【００４３】
　図３に示すように、ベース部材５１は、上方に短辺を有し、下方に長辺を有する正面視
で略台形状をした板部材である。図４に示すように、ベース部材５１の四隅には、ベース
部材５１の厚さ方向に貫通する貫通孔５２ａ～５２ｄが形成されている。振分装置５０は
、例えばベース部材５１の各貫通孔５２ａ～５２ｄに、不図示の螺子等を挿通して遊技盤
面２Ａ（図１参照）に締結することで、遊技領域２Ｂ（図１参照）内に固定支持される。
【００４４】
　図２に示すように、フロントカバー部材６０は、例えばポリカーボネート樹脂やアクリ
ル樹脂等の光透過性を有する樹脂材料により形成されている。フロントカバー部材６０は
、ベース部材５１の前面５１ａの所定領域を囲繞する周壁６３と、周壁６３の正面側に設
けられる正面壁６１と、により形成されている。
【００４５】
　図４に示すように、周壁６３は、遊技盤２（図１参照）の前後方向に所定の高さを有し
、ベース部材５１の左右中間部を挟んで左右両側に対称に配置される一対の側壁部６５，
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６６（左側壁部６５および右側壁部６６）と、一対の側壁部６５，６６の下端部６５ａ，
６６ａを接続する下壁部６７と、により形成されている。
　一対の側壁部６５，６６は、それぞれ上端部６５ｂ，６６ｂが離間して配置されている
。一対の側壁部６５，６６は、ベース部材５１の上下中間部よりも上方においては、上方
から下方に向かって互いの離間距離が漸次広くなるように形成され、ベース部材５１の上
下中間部よりも下方においては、上下方向に沿うように、かつ互いの離間距離が略一定と
なるように形成されている。
　下壁部６７は、一対の側壁部６５，６６の下端部６５ａ，６６ａから、それぞれ内側に
向かって水平に延びるとともに、左右中間部が上方に向かって凸をなす仕切り部６７ａと
なっている。
　図２に示すように、正面壁６１は、周壁６３の正面側に設けられており、周壁６３によ
り囲繞されたベース部材５１の前面５１ａの所定領域を正面側から閉塞している。
【００４６】
　上述のように形成されたフロントカバー部材６０は、例えば不図示の裸子等により周壁
６３がベース部材５１に固定されて、ベース部材５１の前面５１ａに配置される。これに
より、図４に示すように、ベース部材５１の正面側には、ベース部材５１と、フロントカ
バー部材６０の側壁部６５，６６および正面壁６１（図２参照）とにより、遊技球Ｐを誘
導する誘導領域８０が画成される。また、図３に示すように、誘導領域８０の上方には、
ベース部材５１と、フロントカバー部材６０の側壁部６５，６６の上端部６５ｂ，６６ｂ
および正面壁６１（図２参照）とにより、誘導領域８０の内外を連通し、遊技球Ｐ（図４
参照）が進入可能な進入口６８が形成される。
【００４７】
　図４に示すように、遊技球Ｐの誘導領域８０には、仕切り部６７ａによって、仕切り部
６７ａの左側に第１領域８１が画成され、仕切り部６７ａの右側に第２領域８２が画成さ
れている。
　本実施形態においては、第１領域８１として第１始動入賞口５５ａが形成されており、
第２領域８２として第２始動入賞口５５ｂが形成されている。第１始動入賞口５５ａおよ
び第２始動入賞口５５ｂは、それぞれベース部材５１を貫通して形成されており、遊技球
Ｐがベース部材５１の正面側から背面側に向かって通過可能となっている。第１始動入賞
口５５ａおよび第２始動入賞口５５ｂの開口縁部には、それぞれ図示しない第１始動口ス
イッチおよび第２始動口スイッチが設けられており、それぞれ遊技球Ｐが第１始動入賞口
５５ａおよび第２始動入賞口５５ｂに進入したことを検知する。
【００４８】
　また、遊技球Ｐの誘導領域８０には、仕切り部６７ａの上方であって、振分装置５０の
左右中間部よりも左側に、第１領域８１である第１始動入賞口５５ａと連通する第１誘導
路８６が形成され、振分装置５０の左右中間部よりも右側に、第２領域８２である第２始
動入賞口５５ｂと連通する第２誘導路８７が形成されている。以下、第１誘導路８６と第
２誘導路８７との境界を境界Ｓ（図４において一点鎖線により図示）とする。
【００４９】
　また、遊技球Ｐの誘導領域８０には、仕切り部６７ａの上方であって、第１誘導路８６
と第２誘導路８７との境界Ｓ上に、遊技盤面２Ａ（図１参照）と直交する方向に沿う軸部
材９９に回動自在に軸支され、回動することにより第１誘導路８６および第２誘導路のい
ずれかに遊技球Ｐを振り分ける回動振分部材９０を備えている。なお、本実施形態の軸部
材９９は、例えばベース部材５１から遊技盤面２Ａ（図１参照）と直交する方向に沿って
立設されており、ベース部材５１と一体形成されている。
【００５０】
　図５は、回動振分部材９０の正面図である。なお、図５では、軸部材９９と回動振分部
材９０との隙間を誇張して表現している。また、軸部材９９と回動振分部材９０とは、共
通軸線に対して同軸上に配置される。以下、この共通軸線を中心軸Ｏという。
　図５に示すように、回動振分部材９０は、軸部材９９に挿通されて中心軸Ｏ回りに回動
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自在に軸支される筒状部９１と、筒状部９１の外周面９２から筒状部９１の径方向に沿っ
て外側に張り出す切替羽根部９５（手段９の「切替部」に相当。）と、中心軸Ｏを挟んで
切替羽根部９５とは反対側において、筒状部９１の外周面９２から切替羽根部９５と直交
する方向に沿って外側に張り出す一対の規制羽根部９６，９７（左側規制羽根部９６およ
び右側規制羽根部９７）と、により形成されている。筒状部９１、切替羽根部９５および
一対の規制羽根部９６，９７は、互いに一体形成されている。
【００５１】
　図４に示すように、回動振分部材９０は、切替羽根部９５が上方に配置され、一対の規
制羽根部９６，９７が下方に配置された状態で軸部材９９に軸支される。
　回動振分部材９０は、中心軸Ｏ回りに回動することで、第１誘導路８６および第２誘導
路８７のいずれかに切り替え可能となっている。具体的には、回動振分部材９０の切替羽
根部９５は、回動振分部材９０が時計回りに回動した状態において、第２誘導路８７側に
傾斜配置されて第２誘導路８７への遊技球Ｐの流入を規制するとともに第１誘導路８６へ
遊技球Ｐを導く。
【００５２】
　図６は、回動振分部材９０が図４に示す状態から反時計回りに回動したときの説明図で
ある。
　また、図６に示すように、回動振分部材９０の切替羽根部９５は、回動振分部材９０が
反時計回りに回動した状態において、第１誘導路８６側に傾斜配置されて第１誘導路８６
への遊技球Ｐの流入を規制するとともに、第２誘導路８７へ遊技球Ｐを導く。このように
、遊技球Ｐは、回動振分部材９０の切替羽根部９５の位置に応じて、第１誘導路８６およ
び第２誘導路８７のいずれかに振り分けられることになる。
【００５３】
　回動振分部材９０の回動角度は、一対の規制羽根部９６，９７がそれぞれ仕切り部６７
ａの上端に当接することにより、例えば３０°程度に規制される。なお、図４においては
、回動振分部材９０が時計回りに回動し、切替羽根部９５が第２誘導路８７側に傾斜配置
されるとともに、右側規制羽根部９７が仕切り部６７ａの上端に当接して回動振分部材９
０の回動が規制されている状態を図示している。また、図６においては、回動振分部材９
０が反時計回りに回動し、切替羽根部９５が第１誘導路８６側に傾斜配置されるとともに
、左側規制羽根部９６が仕切り部６７ａの上端に当接して回動振分部材９０の回動が規制
されている状態を図示している。
【００５４】
　図５に示すように、軸部材９９の外周面のうち上方における境界Ｓに対応する位置には
、上方に向かって凸となる第１突起部９９ａ（手段９の「保持規制手段」に相当。）が設
けられている。また、回動振分部材９０の内周面９３のうち、筒状部９１を挟んで切替羽
根部９５とは反対側の位置には、軸部材９９に向かって凸となる第２突起部９３ａ（手段
９の「保持規制手段」に相当。）が設けられている。第１突起部９９ａおよび第２突起部
９３ａは、それぞれ先端が所定の曲率を有する曲面形状に形成されている。
【００５５】
　軸部材９９の第１突起部９９ａと切替羽根部９５の第２突起部９３ａとは、切替羽根部
９５が境界Ｓに沿うように位置したとき、互いの先端が当接する。このとき、第１突起部
９９ａおよび第２突起部９３ａの互いの先端は、それぞれ曲面形状であることから、回動
振分部材９０の自重によって、第２突起部９３ａが第１突起部９９ａの先端の曲面形状に
沿って第１突起部９９ａの左方または右方に移動し、さらに、軸部材９９の外周面に沿っ
て移動する。これにより、回動振分部材９０が時計回り又は反時計回りに回動するため、
切替羽根部９５は、境界Ｓに沿う位置に保持されるのが規制されて、常に第１誘導路８６
（図４参照）側および第２誘導路８７（図４参照）側のいずれかに配置される。したがっ
て、図４に示すように、進入口６８から進入した遊技球Ｐは、切替羽根部９５によって必
ず第１誘導路８６または第２誘導路８７のいずれかに交互に誘導されるので（図４では、
第１誘導路８６に誘導される場合を図示）、遊技球Ｐが切替羽根部９５によって第１誘導
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路８６および第２誘導路８７のいずれにも誘導されずに進入口６８を塞ぐ、いわゆる玉詰
まりを防止できる。
【００５６】
　振分装置５０には、第１誘導路８６および第２誘導路８７の背面側の位置に、遊技球Ｐ
が流入する流入口５８が設けられている。本実施形態の振分装置５０では、第１誘導路８
６の背面側の位置に第１流入口５８ａが設けられ、第２誘導路８７の背面側の位置に第２
流入口５８ｂが設けられている。
　第１流入口５８ａは、第１誘導路８６の背面側の位置であって、第１始動入賞口５５ａ
の上方の位置において、ベース部材５１を貫通して形成されており、遊技球Ｐがベース部
材５１の正面側から背面側に向かって通過可能となっている。第２流入口５８ｂは、第２
誘導路８７の背面側の位置であって、第２始動入賞口５５ｂの上方の位置において、第１
流入口５８ａと同様にベース部材５１を貫通して形成されており、遊技球Ｐがベース部材
５１の正面側から背面側に向かって通過可能となっている。
【００５７】
　本実施形態においては、第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂに流入した遊技球Ｐ
は、遊技機１（図１参照）の外部に排出されるようになっており、第１流入口５８ａおよ
び第２流入口５８ｂは、いわゆるアウト口となっている。
　また、第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂは、それぞれ円形状に形成され、第１
流入口５８ａの直径および第２流入口５８ｂの直径は、それぞれ互いに略同一となってい
る。さらに、第１流入口５８ａの直径および第２流入口５８ｂの直径は、それぞれ遊技球
Ｐの直径よりもわずかに大径になるように形成されている。したがって、遊技球Ｐは、第
１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂに一度に複数個流入することができなくなり、一
球ずつ流入することになる。なお、例えば遊技球Ｐの直径が１１ｍｍであった場合、第１
流入口５８ａの直径および第２流入口５８ｂの直径は、１１ｍｍよりも大きく２１ｍｍ以
下程度の範囲に設定されてもよい。また、第１流入口５８ａの直径および第２流入口５８
ｂの形状は、円形状に限定されるものではなく、例えば矩形状等であってもよい。
【００５８】
　図２に示すように、バックカバー部材７０は、例えばポリカーボネート樹脂やアクリル
樹脂等の光透過性を有する樹脂材料により形成されている。バックカバー部材７０は、中
空の部材であり、ベース部材５１の背面側に配置されて、ベース部材５１の後面５１ｂを
覆うように形成されるとともに、内部が第１流入口５８ａ、第２流入口５８ｂ、第１始動
入賞口５５ａおよび第２始動入賞口５５ｂ（いずれも図４参照）と連通している。第１流
入口５８ａ、第２流入口５８ｂ、第１始動入賞口５５ａおよび第２始動入賞口５５ｂに流
入した遊技球Ｐ（図４参照）は、バックカバー部材７０を介して遊技機１（図１参照）の
外部に排出される。
【００５９】
　続いて、上記の振分装置５０を備えた遊技機１の遊技内容の概略について説明する。
　図１に示すように、まず打球操作ハンドル３０が操作されて発射された遊技球Ｐ（図４
参照）が遊技盤面２Ａに達すると、遊技球Ｐは釘等に当たりながら下方に自然落下する。
図４に示すように、遊技球Ｐは、落下する過程で振分装置５０の進入口６８から振分装置
５０の内部の誘導領域８０に進入すると、回動振分部材９０によって、誘導領域８０内に
形成された第１誘導路８６および第２誘導路８７のいずれかの誘導路に振り分けられる。
例えば、図４のように、回動振分部材９０の切替羽根部９５が第２誘導路８７側に傾斜配
置されて第２誘導路８７への遊技球Ｐの流入が規制されている状態において、遊技球Ｐが
誘導領域８０に進入した場合を説明する。このとき、遊技球Ｐは、傾斜した切替羽根部９
５に衝突した後、切替羽根部９５の左側面に沿うように、第１誘導路８６に向かって移動
する。
　その後、図６に示すように、遊技球Ｐは、左側規制羽根部９６の上面に衝突するととも
に、遊技球Ｐの自重により左側規制羽根部９６を下方に押圧する。これにより、回動振分
部材９０は、反時計回りに回動するとともに、遊技球Ｐを第１誘導路８６に誘導する。
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【００６０】
　ここで、本実施形態の振分装置５０にあっては、第１誘導路８６の背面側に第１流入口
５８ａが設けられている。したがって、第１誘導路８６に誘導された遊技球Ｐは、第１流
入口５８ａに流入するか、もしくは第１流入口５８ａ下方の第１始動入賞口５５ａ（すな
わち第１領域８１）に導かれる。遊技球Ｐが第１流入口５８ａに流入した場合には、遊技
球Ｐは、バックカバー部材７０（図２参照）を介して遊技機１（図１参照）の外部に排出
される。
【００６１】
　これに対して、遊技球Ｐが第１流入口５８ａの下方に形成された第１始動入賞口５５ａ
に流入した場合には、第１始動入賞口５５ａに設けられた図示しない第１始動口スイッチ
は、遊技球Ｐが第１始動入賞口５５ａに進入したことを検知する。そして、図１に示すよ
うに、この検出信号に基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームが開始され
、所定時間後に、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄（特図表示結果）が導出表
示される。
【００６２】
　また、図６に示すように、回動振分部材９０が反時計回りに回動した後、進入口６８か
ら次の遊技球（不図示）が進入した場合には、遊技球は、傾斜した切替羽根部９５に衝突
した後、切替羽根部９５の右側面に沿うように、第２誘導路８７に向かって移動する。そ
の後、遊技球は、右側規制羽根部９７の上面に衝突するとともに、遊技球の自重により右
側規制羽根部９７を下方に押圧する。これにより、回動振分部材９０は、時計回りに回動
するとともに、遊技球を第２誘導路８７に誘導する。
【００６３】
　そして、第２誘導路８７に誘導された遊技球は、第２流入口５８ｂに流入するか、もし
くは第２流入口５８ｂ下方の第２始動入賞口５５ｂ（すなわち第２領域８２）に導かれる
。遊技球が第２流入口５８ｂに流入した場合には、遊技球は、バックカバー部材７０を介
して遊技機１（図１参照）の外部に排出される。これに対して、遊技球が第２始動入賞口
５５ｂに流入した場合には、図１に示すように、図示しない第２始動口スイッチの検出信
号に基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが開始され、所定時間後に、
特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄（特図表示結果）が導出表示される。
　以降、進入口６８から遊技球が進入するごとに、遊技球は、振分装置５０によって第１
誘導路８６と第２誘導路８７とに交互に振り分けられ、上述の動作が繰り返される。
【００６４】
　画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特
図ゲーム、又は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームと同期し
て、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表示結果となる確定飾
り図柄を導出表示する。
　そして、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲーム、又は、第２特
別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームにおいて、特定の特別図柄（大当
り図柄）が停止表示されたときには、画像表示装置５における確定飾り図柄も大当たりと
なる組み合わせで表示され、「大当り遊技状態」に制御される。
【００６５】
　本実施形態の遊技機１によれば、振分装置５０の第１誘導路８６および第２誘導路８７
の背面側の位置に、遊技球が流入する第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂがそれぞ
れ設けられているので、遊技球は、進入口６８から振分装置５０内に進入した後、第１誘
導路８６および第２誘導路８７のいずれかを通過中に、遊技球が第１流入口５８ａおよび
第２流入口５８ｂに流入するか、もしくは第１領域８１である第１始動入賞口５５ａおよ
び第２領域８２である第２始動入賞口５５ｂのいずれかに導かれる。このため、遊技球が
進入口６８から振分装置５０内に進入し、第１誘導路８６および第２誘導路８７のいずれ
かに振り分けられた後であっても、遊技球の動きに遊技者の注目を集めることができるの
で、遊技の興趣を向上できる。
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【００６６】
　また、振分装置５０の第１誘導路８６および第２誘導路８７の背面側の位置に遊技球が
流入する第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂを設けているので、例えば、第１流入
口５８ａおよび第２流入口５８ｂをフロントカバー部材６０の周壁６３等に設けた場合よ
りも、フロントカバー部材６０の強度を確保できる。しかも、本実施形態においては、フ
ロントカバー部材６０の周壁６３が第１誘導路８６、第２誘導路８７、第１領域８１およ
び第２領域８２を囲むように連続形成されている。これにより、フロントカバー部材６０
の強度を格段に向上できる。さらに、強度確保に起因するフロントカバー部材６０の大型
化を防止できるので、振分装置５０をコンパクトに形成でき、遊技機１の設計自由度を向
上させることができる。
【００６７】
　また、第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂに流入した遊技球Ｐは、遊技機１（図
１参照）の外部に排出されるようになっており、第１流入口５８ａおよび第２流入口５８
ｂは、いわゆるアウト口となっているので、遊技球Ｐが振分装置５０に進入した後であっ
ても、遊技者に対して、遊技球Ｐが遊技機１の外部に排出されるという危機感を与えるこ
とができるので、遊技球Ｐの動きに遊技者の注目を集めることができる。
【００６８】
　また、第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂは、それぞれ円形状に形成され、第１
流入口５８ａの直径および第２流入口５８ｂの直径は、それぞれ互いに略同一であるので
、第１誘導路８６および第２誘導路８７のいずれの誘導路に振り分けられたかに関わらず
、同じ確率で遊技球Ｐが第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂに流入する可能性があ
る。したがって、第１誘導路８６および第２誘導路８７のいずれの誘導路に振り分けられ
たかに影響されることなく、遊技球Ｐの動きに遊技者の注目を最後まで集めることができ
る。
【００６９】
　また、第１流入口５８ａの直径および第２流入口５８ｂの直径は、それぞれ遊技球Ｐの
直径よりもわずかに大径になるように形成されているので、遊技球Ｐは、第１流入口５８
ａおよび第２流入口５８ｂに一度に複数個流入することができなくなり、一球ずつ流入す
ることになる。したがって、遊技球Ｐが第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂに過剰
に流入するのを抑制できる。
【００７０】
（実施形態の変形例）
　図７は、実施形態の変形例に係る遊技機１の正面図である。
　続いて、実施形態の変形例に係る遊技機１について説明する。
　実施形態に係る遊技機１は、振分装置５０の第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂ
に流入した遊技球が遊技機１（図１参照）の外部に排出されていた。
　これに対して、実施形態の変形例に係る遊技機１は、図７に示すように、振分装置５０
の第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂに流入した遊技球が迂回路１５を介して遊技
領域２Ｂに排出される点で、実施形態とは異なっている。なお、実施形態と同様の構成部
分については詳細な説明を省略し、異なる部分についてのみ説明する。
【００７１】
　図７に示すように、迂回路１５は、例えばポリカーボネート樹脂やアクリル樹脂等の光
透過性を有する樹脂材料等により長尺のパイプ状に形成されている。迂回路１５の一方端
部は、例えば図４に示すバックカバー部材７０を介して、振分装置５０の第１流入口５８
ａおよび第２流入口５８ｂと連結されている。
　また、図７に示すように、迂回路１５の他方端部は、遊技盤面２Ａに形成された迂回路
排出孔１７と連結されている。これにより、振分装置５０の第１流入口５８ａおよび第２
流入口５８ｂ（図４参照）に流入した遊技球は、迂回路１５を通流して迂回路排出孔１７
から遊技領域２Ｂに排出される。
　迂回路排出孔１７の下方には、小入賞口１８が設けられている。小入賞口１８には、迂
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回路排出孔１７から排出された遊技球が進入可能となっている。小入賞口１８に遊技球が
進入すると、図示しないカウントスイッチによって遊技球の進入が検出され、所定個数（
例えば７個）の遊技球が賞球として払い出される。
　実施形態の変形例によれば、遊技球が第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂ（図４
参照）に流入した後も、遊技球の動きに遊技者の注目を集めることができる。
【００７２】
　なお、この発明の技術範囲は上記の実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００７３】
　実施形態および実施形態の変形例では、第１誘導路８６の背面側の位置に第１流入口５
８ａが設けられ、第２誘導路８７の背面側の位置に第２流入口５８ｂが設けられていた。
これに対して、例えば、第１誘導路８６および第２誘導路８７の背面側の位置において、
第１誘導路８６および第２誘導路８７に跨るように、流入口を形成してもよい。この場合
、第１誘導路８６および第２誘導路８７のいずれの誘導路に振り分けられたかに関わらず
、遊技球が流入口に流入した後、同一の流路で遊技球を導くことができる。
　また、流入口の形状は、円形状に限られることはなく、例えば長円形状であってもよい
。さらに、流入口が長円形状に形成されたときの流入口の幅は、遊技球の直径と略同一か
、若干広く形成されていてもよい。これにより、遊技球は、流入口に一度に複数個流入す
るのが抑制されるので、遊技球が流入口に過剰に流入するのを抑制できる。
【００７４】
　実施形態および実施形態の変形例では、第１流入口５８ａの直径および第２流入口５８
ｂの直径は、それぞれ互いに同一であった。これに対して、第１流入口５８ａの直径およ
び第２流入口５８ｂの直径は、それぞれ互いに異なっていてもよい。これにより、第１誘
導路８６および第２誘導路８７のいずれの誘導路に振り分けられたかに関わらず、遊技球
が第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂに流入する可能性を保持しつつ、第１誘導路
８６および第２誘導路８７のいずれの誘導路に振り分けられたかによって、遊技球が流入
口（第１流入口５８ａおよび第２流入口５８ｂ）に流入する確率を異ならせることができ
る。したがって、遊技球の動きに遊技者の注目を最後まで集めることができる。
【００７５】
　遊技機１の形態は、実施形態および実施形態の変形例に限定されることはない。例えば
、実施形態と実施形態の変形例とを組み合わせてもよい。この場合、例えば第１流入口５
８ａに遊技球が流入した場合には、遊技球は遊技機１の外部に排出され、第２流入口５８
ｂに遊技球が流入した場合には、遊技球は迂回路を通流して遊技機１の遊技領域２Ｂに排
出される構成としてもよい。
【００７６】
　実施形態および実施形態の変形例では、第１領域８１として第１始動入賞口５５ａが形
成され、第２領域８２として第２始動入賞口５５ｂが形成されていたが、第１始動入賞口
５５ａおよび第２始動入賞口５５ｂに限定されることはなく、例えば、大入賞口や小入賞
口等であってもよい。
【００７７】
　実施形態および実施形態の変形例では、切替羽根部９５が第１誘導路８６と第２誘導路
８７との境界Ｓに沿う位置に保持されるのを規制するための保持規制手段として、軸部材
９９に第１突起部９９ａを設け、回動振分部材９０に第２突起部９３ａを設けていたが、
保持規制手段はこれに限定されない。例えば、仕切り部６７ａを磁性材料で形成するとと
もに、一対の規制羽根部９６，９７の各先端部に保持規制手段としてマグネットを設け、
このマグネットを保持規制手段としてもよい。具体的には、一対の規制羽根部９６，９７
のうち一方の規制羽根部と、仕切り部６７ａの上端とを磁力により吸着させ、振分装置５
０に進入した遊技球が他方の規制羽根部の上面に衝突したときに、一方の規制羽根部が仕
切り部６７ａの上端から離反するとともに、他方の規制羽根部が仕切り部６７ａの上端に
吸着されるように構成してもよい。この場合においても、切替羽根部９５が第１誘導路８
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６と第２誘導路８７との境界Ｓに沿う位置に保持されるのを規制できる。
【００７８】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周
知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、上記した変形例を適宜組み合わ
せてもよい。
【符号の説明】
【００７９】
１　遊技機
２Ａ　遊技盤面
２Ｂ　遊技領域
５０　振分装置
５８　流入口
５８ａ　第１流入口
５８ｂ　第２流入口
６８　進入口
８１　第１領域
８２　第２領域
８６　第１誘導路
８７　第２誘導路
Ｐ　遊技球

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】



(16) JP 2014-104256 A 2014.6.9

フロントページの続き

(72)発明者  藤吉　健治
            東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号　株式会社三共内
Ｆターム(参考) 2C088 BA02  EB03  EB45  EB52  EB72 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

